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地域おこし協力隊

木
き

村
む ら

綾
あ や

子
こ

さん
活動内容
猿沢産竹の利活用（商品開発など）

地域おこし協力隊

神
か ん

吉
き

能
よ し

宜
な り

さん
活動内容
獣害被害対策とノウハウの横展開

集落支援員

阿
あ

部
べ

久
く

美
み

子
こ

さん
活動内容
買い物支援、介護予防、集落点検
など

集落支援員

板
い た

垣
が き

美
み

枝
え

子
こ

さん
活動内容
買い物困難対策の実施検証

活動内容
林業振興を通じた地域の活性化

地域おこし協力隊

本
ほ ん

間
ま

耕
こ う

太
た

郎
ろ う

さん

地域おこし協力隊

魚
う お

野
の

ルミさん
活動内容
地域の情報発信と関係人口の創出

集落支援員

木
き

村
む ら

直
な お

子
こ

さん
活動内容
集落点検、関係人口の創出

集落支援員

平
ひ ら

方
か た

いづみさん
活動内容
集落点検、話し合いの促進

地域おこし協力隊

高
た か

杉
す ぎ

惇
じゅん

さん
活動内容
食を生かしたビジネスモデルの構築

集落支援員

酒
さ か

井
い

幸
さ ち

子
こ

さん
活動内容
集落点検、住民とのパイプ役

集落支援員

板
い た

垣
が き

富
ふ

士
じ

美
み

さん
活動内容
買い物支援など地域課題解決に向
けた取り組み

集落支援員

大
お お

滝
た き

順
じゅん

子
こ

さん
活動内容
羽越しな布の継承支援と仕組みづ
くり

活動地域
猿沢集落

活動地域
越沢集落

活動地域
砂山地区

活動地域
山北地域

活動地域
高根集落

活動地域
山北地域

活動地域
神林地域

活動地域
山北地域

活動地域
笹川流れエリア

活動地域
金屋地区

活動地域
朝日地域

活動地域
山熊田集落

活動してます！
地域おこし協力隊・集落支援員
市では、地域活性化や地域課題の解決を目的として活動する地域おこし協力隊、集落点検や地域の目配り
役を担う集落支援員を配置し、地域の活性化を推進するほか、まちづくり活動の中心となる拠点確保にも
取り組んでいます。

住宅リフォーム工事に
補助金を交付します

問い合わせ 地域経済振興課経済振興室　☎53−2111（内線3610、3611） 記事 ID 0048871

　住宅リフォーム事業補助制度を令和５年度も行います。
　今回から新たに省エネを推進するため、既存照明のLED化工事、エアコン取替工事も対象とし、４月３
日㈪から申請の受け付けを開始しますので、ぜひご検討ください。

工事区分 対象工事（例） 事業費
(税込み) 補助率 補助率上限額

通常工事
土台・基礎の工事、屋根の葺き替え、天井・壁・
床の改修、トイレ・お風呂場などの改修工事、
下水道への接続工事、畳の交換、耐震工事、
バリアフリー工事など

25万円
以上

補助対象経費
の20％以内

20万円

省エネ工事
（新規）

既存照明のLED化工事、エアコン取替工事
※�対象機器は最新のトップランナー基準（省
エネ基準達成率100%以上）を達成した製品
であることが条件

５万円
以上 ３万円

受付期間

４月３日㈪～ 13日㈭
※土・日曜日を除きます

受付時間
午前９時～正午、
午後１時～４時

受付会場
【本庁】３階　第１会議室
【支所】産業建設課　産業観光室

補助対象者
補助金の交付申請をするときに、次の要件の全て
を満たしている人
①�市内に住民登録があり、申請する住宅に居住し
ていること
②�申請する「個人の住宅」「店舗などとの併用住宅」
「マンションなどの集合住宅」の所有者または所
有者の２親等以内の親族であること
③�申請者および同居人が市税を滞納していないこ
と
※�併用住宅は自己の居住する部分、集合住宅は自
己の専有する部分の工事に限ります

補助対象外の工事
カーテンやブラインドの設置、テレビなどの電化製品の取り替え、車庫・造園・フェンスなどの外構工事、
部品交換、家電リサイクル料、設計費用や各種申請手数料などは対象になりません

申請に必要なもの
「申請書」「見積書」「工事前の写真」「工事内容がわかる図面など」「カタログや仕様書」
※�省エネ工事がある場合、見積書は通常工事と省エネ工事分（エアコン・LED）の２種類の見積書が必要
になります。また、最新のトップランナー基準（省エネ基準達成率100%以上）を達成した製品であるこ
とが分かるカタログや仕様書などの写しが必要となります
※�予算枠を超えた場合は「抽選」となります。抽選となった場合は、これまでに交付決定を受けていない
住宅を優先します
※�申請書類は地域経済振興課または各支所産業建設課にあります。また、市ホームページからもダウンロー
ドできます

補助対象工事
次の条件を全て満たしている工事
①�市内に本店がある法人または市内に住所がある個人事業主に発注して行われるリフォーム工事
②�令和６年３月31日までに完成し、支払いが完了する工事
※�交付決定前に着手した工事や代金を支払った工事は対象外です


